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(57)【要約】
【課題】　一度の行先階入力による呼び登録でエレベー
タを乗り継いで行き先階までで行くことができるエレベ
ータシステムを提供する。
【解決手段】　乗り継ぎ階より下で運行される複数台の
下段エレベータを有する下段エレベータ群と、制御装置
乗り継ぎ階より上で運行される複数台の制御装置上段エ
レベータを有する上段エレベータ群と、行先階情報が入
力される行先階入力装置と、制御装置行先階情報に基づ
き制御装置下段エレベータ群の中からかごを割り当てる
下段エレベータ制御装置と、制御装置行先階情報に基づ
き制御装置上段エレベータ群の中からかごを割り当てる
上段エレベータ制御装置と、を備えるエレベータシステ
ム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗り継ぎ階より下で運行される複数台の下段エレベータを有する下段エレベータ群と、
前記乗り継ぎ階より上で運行される複数台の前記上段エレベータを有する上段エレベータ
群と、
行先階情報が入力される行先階入力装置と、
　前記行先階情報に基づき前記下段エレベータ群の中からかごを割り当てる下段エレベー
タ制御装置と、
　前記行先階情報に基づき前記上段エレベータ群の中からかごを割り当てる上段エレベー
タ制御装置と、
を備えるエレベータシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のエレベータシステムであって、
　前記行先階入力装置は前記乗り継ぎ階より下の階床に設置され、
　前記上段エレベータ制御装置は、前記行先階情報及び前記下段エレベータ制御装置によ
り割り当てられた下段エレベータの乗り継ぎ階へのかごの予測到着時刻に基づいて、前記
上段エレベータ群の中からかごを割り当てる
ことを特徴とするエレベータシステム。
【請求項３】
　請求項２記載のエレベータシステムであって、
　前記上段エレベータ群の中から割り当てられたかごを表示をする表示装置を前記乗り継
ぎ階に備える、
ことを特徴とするエレベータシステム。
【請求項４】
　請求項３記載のエレベータシステムであって、
前記表示装置は、前記下段エレベータ群の中から割り当てられたかごが前記乗り継ぎ階に
到着した後に、前記前記上段エレベータ群の中から割り当てられたかごを表示をする、
ことを特徴とするエレベータシステム。
【請求項５】
請求項２に記載のエレベータシステムであって、
前記下段エレベータ群の中から割り当てられたかご及び前記上段エレベータ群の中から割
り当てられたかごを表示をする表示装置を前記前記行先階入力装置をが設置される階床に
備える、
ことを特徴とするエレベータシステム。
【請求項６】
請求項２から６のいずれかに記載のエレベータシステムであって、
前記行先階入力装置は行先階情報と利用者を特定する情報を受信する第１の個人認証装置
であり、
利用者を特定する情報を受信する第２の個人認証装置を前記上段エレベータのかご内に備
え、
前記上段エレベータ制御装置は、前記第２の個人認証装置で受信する利用者を特定する情
報が、前記第１の個人認証装置で受信した利用者を特定する情報のうち前記上段エレベー
タを割り当てられた利用者を特定する情報とが一致した場合に、前記上段エレベータの乗
りかごの出発を許可することを特徴とした請求項１に記載のエレベータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　エレベータシステム建築構造物には、中間位置に乗り継ぎ階を設け、この乗り継ぎ階よ
り下で運行される下段エレベータと、乗り継ぎ階より上で運行される上段エレベータとを
備えたものがある。
【０００３】
　このようなエレベータシステムにあって、輸送効率を向上し、迅速な乗り継ぎを可能と
するものとして、特許文献１には、複数台のエレベータかごの運行を制御し、所定の乗り
継ぎ階で相互に乗り継ぎ可能なエレベータシステムにおいて、乗り継ぎ階で、上方向へ向
かう利用人数と下方向へ向かう利用人数との比率を算出し、算出された値に基づいてエレ
ベータかごの乗り継ぎ階への到着時間を制御する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２４１５６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述したものは、行先階入力装置を介して呼び登録を行うエレベータに
ついては特に考慮されていなかった。その結果、ロビー階で入力された行き先階が乗り継
いだエレベータによりサービスされる階床である場合、乗り継ぎ階で改めて行先階入力を
行い、次に乗り込むエレベータの呼び登録を行う必要があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　乗り継ぎ階より下で運行される複数台の下段エレベータを有する下段エレベータ群と、
制御装置乗り継ぎ階より上で運行される複数台の制御装置上段エレベータを有する上段エ
レベータ群と、行先階情報が入力される行先階入力装置と、制御装置行先階情報に基づき
制御装置下段エレベータ群の中からかごを割り当てる下段エレベータ制御装置と、制御装
置行先階情報に基づき制御装置上段エレベータ群の中からかごを割り当てる上段エレベー
タ制御装置と、を備えるエレベータシステム。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、一度の行先階入力による呼び登録でエレベータを乗り継いで行き先階
までで行くことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係るエレベータシステムの一実施形態を示す概略構成図である。
【図２】本実施形態におけるエレベータシステムの構成を説明するブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係るエレベータシステムの実施形態を図に基づき説明する。
【００１０】
　図１は、エレベータシステムの一実施形態を示す概略構成図である。実施形態のエレベ
ータシステムは、下段エレベータ１、２を有する図１でＡとしめした下段エレベータ群と
、上段エレベータ３、４を有する図１でＢと示した上段エレベータ群とを備えている。こ
こで、上段エレベータ群には、各階床に停止可能なローカルエレベータを１台以上含む場
合により有用である。下段エレベータ群はロビー階５と乗り継ぎ階６のみに停止するシャ
トルエレベータのみで構成されてもよい。
【００１１】
　下段エレベータ群は、下段エレベータ１の乗りかご１ａおよび下段エレベータ２の乗り
かご２ａによりビルの入り口階となるロビー階５、ロビー階５から乗りつぎ階６までの間
にある図示しないサービス階床、および乗り継ぎ階６を接続している。上段エレベータ群
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は、上段エレベータ３の乗りかご３ａおよび上段エレベータ４の乗りかご４ａにより乗り
継ぎ階６、乗り継ぎ階６から最上階７までの間にある図示しないサービス階床、および最
上階７を接続している。ロビー階５には、下段エレベータ１、２のホール呼びを行うホー
ル呼び釦１ｂ、２ｂと、利用者が有する認証体、例えば利用者が携帯するタグと通信を行
い、ハンズフリーで行き先階情報を含む利用者情報を検出可能な個人認証装置８とが設置
されている。図１では個人認証装置８は壁に設置され、自動で利用者が携帯するタグと通
信を行う形としているが、ゲートなどの形で設置されたタッチ式の個人認証装置を用いて
も良い。また、必ずしも個人認証をする必要はなく、行先階が入力可能な行先階入力装置
があればよい。また、個人認証装置８により呼びが登録された乗り継ぎ先エレベータ情報
を表示可能な表示装置１８が設置されている。この表示装置１８は必ずしもロビー階に表
示される必要はなく、利用者が携帯する端末の画面に表示するようにしてもよい。
【００１２】
　乗り継ぎ階６には、下段エレベータ１、２のホール呼びを行うホール呼び釦１ｃ、２ｃ
と、上段エレベータ３、４のホール呼びを行うホール呼び釦３ｂ、４ｂと、利用者が有す
る認証体、例えば利用者が携帯するタグと通信を行い、ハンズフリーで行き先階情報を含
む利用者情報を検出可能な個人認証装置９と、個人認証装置８により呼びが登録された乗
り継ぎ先エレベータ情報を表示可能な表示装置１０とが設置されている。この表示装置１
０は表示装置１８と同様に、利用者が携帯する端末の画面に表示するようにしてもよい。
【００１３】
　最上階７には、上段エレベータ３、４のホール呼びを行うホール呼び釦３ｃ、４ｃが設
置されている。
【００１４】
　図２は一実施形態のエレベータシステムの構成を説明するブロック図である。下段エレ
ベータ群の乗りかご１ａ、２ａは、図２に示すように、号機制御装置１ｄ、２ｄに接続さ
れ、これらにより制御されている。下段エレベータ制御装置１１は、下段エレベータ１、
２を群として管理する。この下段エレベータ制御装置１１は、それぞれの号機制御装置１
ｄ、２ｄへ制御指令を発信し、２台の下段エレベータ１、２の乗りかご１ａ、２ａは群と
して運行制御される。また、乗りかご１ａ内に設置されるかご内操作盤１ｅは、号機制御
装置１ｄに接続される。乗りかご２ａ内に設置されるかご内操作盤２ｅは、号機制御装置
２ｄに接続される。
【００１５】
　ロビー階５に設置される個人認証装置８は、下段行先階管理装置１２に接続され、この
下段行先階管理装置１２は、検出した利用者情報を解析して下段エレベータ制御装置１１
へ送る。
【００１６】
　号機制御装置３ｄ、４ｄは、上段エレベータ群の乗りかご３ａ、４ａを制御する。上段
エレベータ制御装置１３上段エレベータ３、４を群として管理している。この上段エレベ
ータ制御装置１３はそれぞれの号機制御装置３ｄ、４ｄへ制御指令が発信し、２台の上段
エレベータ３、４の乗りかご３ａ、４ａが群として運行制御される。また、乗りかご３ａ
内に設置されるかご内操作盤３ｅは、号機制御装置３ｄに接続される。乗りかご４ａ内に
設置されるかご内操作盤４ｅは、号機制御装置４ｄに接続される。
【００１７】
　上段エレベータＢの乗りかご３ａ、４ａ内には、個人認証装置１４、１５が設置されて
いる。この個人認証装置１４、１５はハンズフリーで認証可能なものでも、タッチ式のも
のでもよい。
【００１８】
　乗り継ぎ階６に設置される個人認証装置９、および乗りかご３ａ、４ａ内に設置される
他の個人認証装置１４、１５は、上段行先階管理装置１６に接続され、この上段行先階管
理装置１６は、検出した行先階情報を利用者情報を解析して上段エレベータ制御装置１３
へ送る。
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【００１９】
　下段エレベータ制御装置１１および上段エレベータ制御装置１３は、統括制御装置１７
に接続される。統括制御装置１７は下段エレベータ群および上段エレベータ群全体を統括
制御する。また、この統括制御装置１７は表示装置１０及び表示装置１８に表示指令を送
信する
　本実施形態にあっては、例えば乗り継ぎ階６より上の階を行き先階とする利用者がロビ
ー階５に来ると、ロビー階５に設置される個人認証装置８は、行き先階情報を含む当該利
用者の利用者情報を検出する。なお、本実施形態では利用者はあらかじめ利用者情報を記
憶させたタグを携帯しており、このタグと個人認証装置８で通信を行い、ハンズフリーで
個人認証が行われる。個人認証装置８と接続される下段行先階管理装置１２は、入手した
利用者情報を解析して下段エレベータ制御装置１１へ送る。下段エレベータ制御装置１１
は、当該利用者情報に基づき呼び登録を行い、下段エレベータ群の下段エレベータ１、２
のいずれか、例えば下段エレベータ１を割り当てる。ここで行先階情報として下段エレベ
ータのサービス範囲を超え、上段エレベータでのサービス階が行先階とされている場合、
下段エレベータ制御装置は当該下段エレべ―タの行先階として乗り継ぎ階を登録し、この
情報に基づいて呼び登録を行う。
【００２０】
　また、下段エレベータ制御装置１１は、ここで行先階情報として下段エレベータのサー
ビス範囲を超え、上段エレベータでのサービス階が行先階とされている場合、当該利用者
情報、割り当てられたエレベータを特定する情報、及び割当られたエレベータの乗り継ぎ
階への到着予想時刻を統括制御装置１７に送信する。行先階統括制御装置１７は、割り当
てられたエレベータを特定する情報に基づいて、例えば下段エレベータ１に乗り込むよう
に表示させる表示指令を表示装置１８に送信する。
【００２１】
　統括制御装置１７は、上段エレベータ制御装置１３に、当該利用者情報と、割当られた
下段エレベータの乗り継ぎ階への到着予想時刻を送信する。上段エレベータ制御装置１３
は、当該利用者情報および割当られたエレベータの乗り継ぎ階への到着予想時刻に基づき
呼び登録を行い、上段エレベータ群の上段エレベータ３、４のいずれか、例えば上段エレ
ベータ３を割り当てる。統括制御装置１７は、上段エレベータ制御装置１３から上段エレ
ベータの割当情報を受信し、当該利用者情報に基づき、利用者の搭乗する下段エレベータ
が乗り継ぎ階に到着したタイミングで乗り継ぎ階６に設置される表示装置１０へ表示指令
を発信する。具体的には、下段エレベータ到着後フロア側ドアが解放されたタイミングに
同期して表示指令を送信するなど、乗客が降車した際に表示装置１０に表示されていれば
よい。
【００２２】
　次いで、上段エレベータに乗りかご３ａ内に設置された個人認証装置１４により利用者
情報の検出が行われる。上段行先階管理装置１６により利用者情報の解析が行われ、上段
エレベータ制御装置１３に送られる。上段エレベータ制御装置１３は、乗りかご３ａ内で
検出した利用者情報と、統括制御装置から送信されているロビー階５で検出された利用者
情報とを比較し、ロビー階５で検出された利用者が乗りかご３aに乗車している場合、乗
り継ぎ先となる乗りかご３ａの出発を許可する。なお、本処理を行う場合ロビー階に設定
される認証装置８は行先階情報だけでなく、個人を特定するＩＤなどを利用者情報として
受信する必要がある。また、利用者が全員が乗っていなくとも、利用予定者の乗車する下
段エレベータが乗り継ぎ階に到着した時間から一定時刻経過し場合には、出発を許容する
ようにしてもよい。これは、利用者が急に乗り継ぎ階で食事や買い物等の利用をした等の
場合に、乗りかごを長時間停止させないための処置である。
【００２３】
　利用者視点だと次のようになる。利用者はロビー階５で認証装置８と通信し、割り当て
られたエレベータかごが乗りかご１ａであることを表示装置１８を介して把握する。利用
者は乗りかご１ａに乗り込み、乗り継ぎ階６へと移動する。乗り継ぎ階６では、降車した
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利用者は表示装置１０を確認する。このとき、表示装置１０には、乗り継ぎ先エレベータ
情報、例えば「～様は、３号機のエレベータにお乗り継ぎください」といった表示を行っ
ている。この表示を見て、利用者はエレベータ３の乗りかご３ａに乗り込む。上段エレベ
ータ制御装置１３は、乗りかご３ａ内で検出した利用者情報と、ロビー階５で検出し、あ
らかじめ送られている利用者情報とが一致するまで乗りかご３ａの出発　は抑制され、一
致後出発する。この乗りかご３ａにより利用者は目的とする行き先階へと移動する。
【００２４】
　本実施形態によれば、ロビー階５の個人認証装置８により検出した利用者情報に基づき
登録した呼びを、下段エレベータ群および上段エレベータ群で共有することにより、一度
の呼び登録でエレベータを乗り継いで行き先階まで行くことができる。これによって、利
便性の向上を図ることができる。また、乗り継ぎ元の下段エレベータの到着時間を考慮し
て、乗り継ぎ先の上段エレベータ群からエレベータを割り当てることにより、乗り継ぎ先
の上段エレベータ群の群管理をより効率的に行う事が出来る。
【００２５】
　また、乗り継ぎ階６に、行き先階情報に基づき呼びが登録された乗り継ぎ先エレベータ
情報を表示する表示装置１０を設けたことにより、利用者は乗り継ぎ先のエレベータを容
易に認識し、円滑に乗り継ぎを行うことができる。
【００２６】
　さらに、乗りかご３ａ、４ａ内に他の個人認証装置１４、１５を備え、乗り継ぎ時に、
乗り込んだ乗りかご３ａ、４ａ内で検出した利用者情報が、先に検出した利用者情報と一
致したときに、乗りかご３ａ、４ａの出発を許可することにより、対象となる利用者が乗
り込む前に、呼びが登録された乗りかごが発車してしまうことを防ぎ、利便性および運転
効率の向上を図ることができる。
【００２７】
　なお、前述した実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したもので
あり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、前述
した実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置き換えをすることが可能
である。例えば、前述した実施形態では、個人認証によるエレベータの呼び登録を、ロビ
ー階５からエレベータを利用してビルの上階に行く利用者を対象として行うシステムとし
たが、本発明はこれに限らず、ビルの上階から下階に行く利用者に対しても、個人認証に
よるエレベータの呼び登録を行うようにしても良い。
【００２８】
　また、乗り継ぎ階６にも個人認証装置９が設けられているが、これはタグを携帯する利
用者が乗り継ぎ階６で食事や買い物等何らかの利用をした後、上段エレベータ群を初乗り
する場合を想定して設けたものである。この場合、上段エレベータ制御装置１３は、乗り
かご３ａ内で検出した利用者情報の数が、ロビー階５で検出した利用者情報による人数と
個人認証装置９で検出した利用者情報の人数の和と一致するまで、出発を抑制する。
【００２９】
　また、今回はロビー階に表示装置１８を、乗り継ぎ階に表示装置１０を設けそれぞれ、
乗車するエレベータを表示するようにしたが、ロビー階の表示装置１８に「ロビー階では
エレベータ１に乗車にし、乗り継ぎ階ではエレベータ３に乗車してください」のように、
乗り継ぎ先のエレベータ号機もあわせて表示させ、乗り継ぎ階６の表示装置１０を省略し
ても良い。また、ロビー階５から乗り継ぎ階６までが全てシャトルエレベータであり、下
段エレベータはどのエレベータに乗車しても良い場合、表示装置１８を省略しても良い。
また前述したように、これらの表示装置は利用者の備える、携帯端末の表示装置でもよい
。
【００３０】
　さらに、個人認証装置８、１４、１５を、利用者が携帯するタグと通信を行い、ハンズ
フリーで利用者情報を検出するものとしたが、より一般的なタッチ式の個人認証装置を用
いても良い。
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【符号の説明】
【００３１】
　１、２　下段エレベータ
　３、４　上段エレベータ
　５　ロビー階
　６　乗り継ぎ階
　７　最上階
　８、９　個人認証装置
　１０　表示装置
　１１　下段エレベータ制御装置
　１２　下段行先階管理装置
　１３　上段エレベータ制御装置
　１４、１５　個人認証装置
　１６　上段行先階管理装置
　１７　統括制御装置
　Ａ　下段エレベータ群
　Ｂ　上段エレベータ群

【図１】 【図２】
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